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(R1)

鳴子国道維持出張所調べ

R2. 9.30
第 70号

発行元
仙台河川国道事務所

鳴子国道維持出張所
ＴＥＬ 0229-84-7575

仙台河川国道事務所 鳴子国道維持出張所は、宮城47号のうち

国道４号との交差点から山形県境までを維持管理しています。

みやぎの「かわとみち」情報が満載！仙台河川国道事務所

ホームページはこちら →  http://www.thr.mlit.go.jp/sendai

(R2)

朝夕めっきり冷え込むこの時期になると、国道４７号では毎年、動

物が、通行する車両にひかれてしまう事故が多く発生しています。

日も短くなってきており、夕方も早い時間から薄暗くなってきてい

るため、ドライバーからも前方に動物がいても気づきにくくなってい

ることも、事故が増える原因かもしれません。

早めのライト点灯と法定速度を守り、安全運転をお願いします。

動物の死骸などを発見しましたら「道路緊急ダイヤル♯９９１０」まで

ご一報ください。

９月から１１月にかけて

多発！！

国道４７号をはじめ、通行の

際には、美しい紅葉に見と

れることなく運転に集中しま

しょう！

鳴子峡の紅葉：例年の様子（出展：大崎市役所）

『脇見運転』

『無理な追い越し』

はしない！

鳴子ダムの紅葉：例年の様子（出展：鳴子ダム管理所）


